
令和８年度における「調達物品等の予定価格の算定基準に関する訓令」第７

０条の規定及び「調達物品等の予定価格の算定基準に関する訓令の解釈及び運

用について」第２３項の規定に基づく利益率に係る防衛大臣承認事項の概要  

 

≫算定基準（訓令第７０条第３項）  

・利益率（訓令第６５条）  

企業の製造現場等における防衛事業に対する品質管理活動・コスト管理活

動・納期管理活動について、航空自衛隊が期待する活動水準との比較により

評価を行い、各活動別に付与した評価点に基づき５．０％から１０．０％の

範囲を基準として算定するものとする。  

なお、別表にて算定基準の細部を示す。 


